
実地指導に備えた
記録類整鯖の具体策

介護保険制度が始まって15年が経ちました。

当初より,国は「介護の質向上」を政策目標に掲

載　その一環として職員のスキルアップ,介護と

医療の連携,労働基準の順守などに力を入れてい

ます。また,行政による実施指導も厳格化ざれて

きました。

市区町村が実地指導に力を入れている理由は,

事業所に入ってくる収入の減少から,介職員配置

基準・介護報酬請求における違反が絶えないから

ではないかと言われています。

実地指導は介護語録を基に行われます。本稿で

は,実地指導対策の観点から,介護記録整鰭の具

体策について解説します。

介護保険制度における諮録の意義を,次に示し

ます。

①介護者が利用者を支援(ケア)したという証拠

を残す。

②介護記録を利用者に提示することにより事利用

者・家族と事業所との信頼関係を梢築する。

③介護記録を残すことにより事利用者が均-した

介護を受けることができる。

④万が-の「介護事故」から自分自身の身を守る

ことになる。

⑤記録を社会に発信する。

⑥新人磯貝の研修材料に瑳る傘

④の「万が一の『介護電薮董潜も自分自身の身

を守ることになる」は,介護聾醸戴訴訟に持ち込

まれた場合,ケアに誤りは蜜靭甘藍ということを,

介護記録が唯一の証拠としで示しで軍紀る働きが
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あるということです。

⑤の「謡録を社会に発信する」は,例えば砲域

密着型サービスで定期的(2カ月にl度以上)に

開く運営推進会議の中で,介護諒録について介護

事業者以外の者(第三者)に対する提示も義務づ

けられており,第三者によるチェック機能を図る

ことにより,事業所の閉鎖性を防止しようという

働きがあります。

介護記録を残すということは,介護をしている

ということとイコールです。逆に言うと,詫録を

残していないということは,ケアをしていないと

いうことと同じように見られてしまうのです。

実地指導でチェックされる書類は,日々の介護

語録はもちろん,介護計画書,出勤簿,送迎語録,

タイムカード,介護給付費明細書,給付管理票な

ど　あらゆるものが対象となります。午前中に配

置基準やケア内容に関して,午後は介護報醗請求

関係に関してチェックが行われます。実堪揺導で

は,これらの膨大な書類をどのようにチェックし

ていくのでしょうか。

例えば　ケア内容をチェックしているとしま

す。適所介護事業所の場合,まずケアマネジャー

から交付されたケアプランの提示を求められま

す。そして,内容を確認したら,次は介護語録と
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介護計画書の提示を求められます。さらに,ケア

プランと介護語録や介護計画に矛盾点はないかを

見比べて,チェックを行っていきます(囲)。

また,送迎諮録の場合も,利用者の出席簿と突

き合わせて矛盾点がないかを確認していきます。

もちろんそれらは,誰が記録したのかということ

もチェックされま玩このようにして2種類以上の記

録を見比べて,矛盾点はないか確認していきます。

語録はすべて利属者別にファイルを作成し,そ

の中に綴じられていることと思われます。特にケ

アマネジャーから交付されるフェイスシートは,

さまざまな語録の中で個人情報が集まった最重要

書類であると実砲指導担当者は見ています。その

ため,このシートは鍵のついたキャビネットに保

管しておくことを指導しています。

次に,実地指導対策の観点から介護諮録を書く

ためのポイントについて述べます。

ボールペンで認識する

介護記録をはじめ,語載する書類すべてが公文

書だということを意識して,記録は鉛筆ではなく

必ずボールペンで話載することが基本です。

介護者としてどのような働きかけをし,

その結果どう対応したのか認識する

ただ単に事実を書くだけでは,それは日記とし

か言いようがありません。例えば,利用者が車い
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すから転倒したら,その後どういう声かけをした

のか　どのスタッフに伝え,その結果,どういう

対応をしたのかを記載することが大切です。この

記載により,次回のケアの改善にもつながります

し,カンファレンスなどでの話し合いの材料にも

なり,ケア向上にもつながるのです。

正確な情報・確認できた情報を

具体的に認識する

あくまでも,実際にあったことだけを正確に記

入するようにしてください。よく「○○であると

思われる」と書かれた介護諮録を見ますが,推測

だけではいけません。もし推測を書くのであれば

必ずその推測に至った根拠を書いてください。ま

た,あいまいな表現はせずに,異体的な表現にす

ることが大切です(衰1)。

主観的な表現を書かない

主観的な表現は,認知症の利用者の介護記録で

よく見られます(介護拒否,入浴拒否,暴力な

ど)。これらの表現は書かないようにしてくださ

い。もし,そういった表現が記載された介護語録

を家族が見たら事　どういう気分になるでしょう

か。その利用者はこの施設で職員から見下されて

扱われているんだという印象を持たれて,信頼関

係にも亀裂が生じかねません。

ではこの場合,どのように講述すればよいので

しょうか。それば利用者から発せられた言葉を

そのまま認述すればよいのです嬢2)。



議霧諾輔弼麗彊室靂罵言
氏名,日時などの記載漏れに気をつける

介護記録を書くことだけに集中して,肝心の日

付や時刻,記録者のサインを認識し忘れることが

多々あります。これらの認識の有無は,実地指導

で最初にチェックされるところです。これらに関

しては記録を書く静に話人するようにしてくださ

い。

訂正方法

修正液で訂正している説録を見ることがありま

すが,これは絶対にやめてください。こういった

訂正方法は,実地指導が入った時,何か怪しいこ

とを書いていたのではないのかと疑われても仕方

ありません。介護謹録をはじめ,ケアで使う書類

はすべて公文書なのだという意識を常に持ってく

ださい。訂正方法としてほ,二重線を引いてその

上から書き直せばよいのです。

行間の空き

介護言己録を書いていると,行閲が空いてしまう

場合があります。例えば,何か通話する際了　同じ

日時に空いたスペースに記録するのはよいのです

が,別の日に空いたスペースに記録してしまう

ケースがあります。これは絶対に避けてください。

その日の語録が終わり,スペースが空いたら「〆」

を入れるなどして,追記できないようにしなけれ

ばなりません。

2015年4月の介護保険制度改正に伴い,いく

つかの運営基準,人員配置基準が変更・緩醸され

ました。実地指導で指摘を受けやすい話録と嬢粟

バリ,制度改正の内容,運営・人員基準の醇醸戴

不十分なまま記載されている謹録です。

そこで,語録に関連があると思われる制琵薮藍

の内容,運営・人員基準の解釈について触純でい

きます。
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居宅介護支援事業所の場合

の特定事業所集中減算

以静は　特定事業所への集中率が90%を超え

た場合に減算となりましたが, 2015年度の制度

改正後は, 80%を超えた場合に200単位の減算

となりました。ケアプラン作成や給付管理の際は,

この点を常に意識して認識することが重要です。

の認定更新時におけるケアマネジメントプロセス

要介護認定を更新する場合は,サービス担当者

会議を開催しなくてはなりませんが, 2015年度

の制度改正で,ケアプランの「軽微を変更」 (サー

ビス提供の曜日や回数,利用者の住所変更,事業

所の名称変更,目標期間の変更など)の時は,

サービス事業者との照会によって替えることがで

きるとされました。次の2点について特に注憲し

てください。

・整徴怒変更の場合は,サービス担当者会韻を開

接し捻くでもよい

・照会などにより意見を求めることで代替可能

となる楊合がある

ケアマネジャーの中には,軽微な変更があって

サービス担当者会議を開かなくてもよいケースに

ついて,あいまいに把握している方が多いのでは

ないでしょうか。サービス担当者会議を開催しな

ければならないケースにもかかわらず開催しな

かった場合には,すでにもらっている報謝を返還

することになります。軽微な変更に当たるかどう

かを確認し,サービス担当者会議の開催が必要な

ケースについては話録に残しておかなければなり

ません。

㊨モニタノング

ケアマネジャーが行うモニタリングについて

は,少なくとも月にl回は利用者宅に訪問しなく

てばなりませんが,居宅での面接が行えない場合

はこの限りではないとされています。
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居宅での面接が行え漆雫でも減算に該当しない

と考えられる例は,次のとおりです。

・ショートステイに長潮入所申

・適所介護の保険外事業として長期宿泊中

・一時的に親戚宅や別荘に生活場所を移している

持合

ケアマネジャーの中には,このモニタリングに

ついて面接を行わなくてもよいケースがあいまい

になっている方がいますので　注憲が必要です。

居宅介護支援事業所の語録としては,ケアプラ

ン,アセスメント,サービス担当者会議　モニタ

リングなどの書類があります。これらの記録に不

備が見つかった場合,必要事項の話人など修正を

求められつ後日指定された期日までに担当窓口に

提出することが求められます。

再三の修正依頼にもかかわらず従わない(無視

し続ける)場合,悪質なものがあると判断され監

査に移行し,改善命令を受けることになりますの

で注憲してください。

【記緑簿でチェックされる項目】

・書類そのものに記載漏れがないかどうかの

チェック

・チェックする書類そのものと関連する書類を見

比べて夢　記録内容に矛盾点がないかどうかの

チェック

例えばアセスメントシートの場合,アセスメン

トシートの話載内容と介護計画書の記載内容に矛

盾点がないかどうかのチェックを行います。

適所介護事業所の場合

適所介護についても,いくつか改玉がありまし

た。ここでは,介護語録と関係のある人員配置基

準とその解釈について見ていきたいと思います。

㊤生活相談員の配置基準の緩和

改正以前は,生活相談員ぼサービス提供時間

中,常に苺業所内にいなければなりませんでした



が,今回の改正から配置基準が緩和され,次のサー

ビス提供時間中の外出は,生活相談員が事業所に

いるもの(専従要件)と見なすことになります。

・地域ケア会議への出席

・利用者宅へ訪問し,生活相談援助を行うための

外出

・地域の町内会・ボランティア団体などと連携

し暮利用者に必要な各種の生活支援を担うため

の外出

この事項は,介護諸鐙とは直接関係ないもの

の,今までは実地指導中に生活相談員が見当たら

なかったとしたら,最悪の場合配置基準遵反と

なっていました。今回の改正から緩和されました

がタ生活相談員の外出先と外出時問が記録されて

いないと,配置基準違反として介護報酬を返還す

る羽目にもなりかねませんので注意が必要と言

えるでしょう。対策として,生活相談員専用の帳

簿を作成し,事業所を抜け出した時間と外出先で

何をやっていたか(支援内容)を認識しておくこ

とが必要です。

㊥個別機能訓練加算(工) (Ⅱ)の区分

以前から個別機能訓練加算(工)と(Ⅱ)の区

分があいまいになっているとの指摘がありました

が, 20宣5年度の改正で改めて区分を明記しまし

た。指導の際,書類をチェックし,この区分があ

いまいな場合は加算を取り消すという処分を規定

しています。

また,算定要件〔(喜) (Ⅱ)共通〕として, 「機

能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で

個別機能訓練計画書を作成し,その後3カ月ごと

に1園以上タ利用者の居宅に諮問した上で,利用

者又はその家族に対して事邁捗状況等を説睨し,

訓線内容の見喧し等を行う暮」という事項にも注

意が必要です。

つまり,支援開始後3カ別こ王国は利用者宅に

うかがい,支援内容の見直しを図らなければなら

ないということです。そのため,個別機能朝練計

画に関する帳簿類には,区分や支援内容はもちろ

ん,訪問日と支援の見喧し(評価内容)を認識す

る欄の作成が必要になってきます。

鱒看護職員の聞置基準の緩和

看護師の配置基準について, 「健康状態の確認

(バイタルサインのチェック)に限り病院診療

所,訪問看護ステーションから看護師を派遣する

ことで看護師配置基準を満たしたと認める」と

されました。これは,利用者が事業所に到着した

時,契約している訪問者護事業所などの看護師に

バイタルサインのチェックをさせることにより,

看護師の配置基準には違反しないという規定です。

この規定を満たすためにぼ帳簿類(業務日誌

など)に提携先の事業者名と派遣看護醜名を開講

する欄を設けておかなくてはなりません。

㊥送迎

送迎については, 「送迎時に行った居宅内介助

(電気消灯,馨替え,ベッド移乗等)は30分以内

に限り,提供時間に含まれるものとする」とされ

ました。これは,例えば利用者の送迎のため,利

用者宅を訪問し身支度を整える時間,またデイ

サービスが終了し利用者宅へ帰ってきた際に,ス

タッフが車いすからベッドへの移乗を行った場

合,往復30分以内に限り,サービス提供時間に

含めるという規定です。

この規定を適用するには,送迎票の再作成が必

要となってきます。送迎暗闘はもちろんですが,

その中でも和風者宅に到着した時間,身支度にか

かった時間をそれぞれ話人する欄を設けなければ

なりません。

次に,実地指導とリスクマネジメントの観点か
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ら,語録書類ごとの注

憲点について述べます。

フェイスシート

(資料1 )

の書類上蔀に

「取扱注意」樹

などを認識する

実地指導担当者は,

フェイスシートは個人

情報が詰まった最も重

要な書類と位置づけて

います。 「取扱注憲」

「㊨」などの謙遜がな

いと,個人情報のリス

クマネジメントができ

ていないと見なされて

しまいます。

醸緊急連絡先は必ず

フェイスシート �����ミ　　　　　　　　注意」　　　取扱注意 l 　ゝ●　　　　　　　　●" ����書 � � 

平成　年　月　日 ��な　　　　　　　　　し・ ����� � � (重要書類ということが分かる 
ように赤で記載) �����歳) 

←¥臆臆し音音、〇・(音-臆音〇、音臆書く臆・ンノー一一/臆音・臆■¥ 　年　月　日生( 

7　　　一　’’　■ 

〒 　　　　　　l電話() ����� � 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　・歳 

住所 �����電話 

¥′「、臆 　　　　　　　　　　　　　　　　　l �������� 

漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器掃○■〇〇° �������� �� 

lI ���������� 

ヽ 

葛■ ������三　園臨つ　÷ゞ　・置　　　講書臆喜臆漢 ���� 
」、ん二一一/‾臆¥-音¥/廊/・“‾・/、ル1(‾音//警攣醤警 　　　l �� 

□自立ロー部介助□全介助 □自立ロー郵介助口金介助 ���臆面描副 棉艶 

□自立　ロー郡介助　□全介助 

□自立　□一部介助　口金介助 

口自立　ロー部介助　口金介助 

ロ有　□無(部位　　　) 

日高　□無く部位　　　) 

日高(朝・昼・醜)□無 

2カ所以上講載欄を設ける

万が一事通常の連絡先につながらない場合,第

二,第三の連絡先が明記されていれば安心です。

自宅にいない場合も考えられますのでできれば

携帯電話の番号を明話した方がよいでしょう○

ヒヤリハットまたは事故報告書館科2)

鱒酬まかのスタッフの状況はどうだったかも記載

尊敬発生場所はもちろんのこと,どういった状

況だったのかを詳しく伝えるため,略図を書く欄

を設けておくことがとても大切です。略図を書く

ことにより,当事者だけでなく,そのほかのス

タッフが事故発生当時どういう状況だったかが一

目で分かるからです。

の回覧確認欄

回覧確認欄がないというのは致命的です。実施

指導では必ず確認されます。逆に言うと,この欄

に署名があることで「この事業所は介護事故(ヒ
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ヤリハット)について情報共有している」と見な

すのです。

利用者の同意

介護計画書,ケアプラン,サービス利用票など

すべての書類には,利用者およびその家族の国憲

の証として署名と捺印が義務づけられています。

また,新規利用者と契約する際の書類(重要事項

説明書など)は,利用者およびその家族のほか,

場合によっては代理人の著名も必要になってきま

す。これらの署名欄は,実地指導では必ずチェッ

クされるところです。

さらに,案外忘れがちですが,困難事例の検討

会の際に発表材料として,利用者の介護計画やそ

の他語録類を利用することがあります。この場合

も,必ず国憲の著名をいただくことが必要です。

ケアプランの目標と介護寵録の関係

ケアプランに書かれた支援内容と介護記録に書
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ヒヤリハット・事故報告書 
平成　　　年　　　月　　　日(　)　　持　　　分 

舅・女　　白・丁・S　　年　　月　　日生 

事故・状況・ヒヤリハット・苦構・トラブル・ミス・その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

□転倒　口軽落　日衝突　□ずり落ち　□内出血　□皮むけ　日課瞭・誤飲　口実食　日課薬 

□暴行　□自虐行為　□器物破損　□綿実・盗難　口車同事故 

□その他〈冨動・医療処置〉(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 
一一　∴∴∴.楽読 ��□打撲　□捻挫　口骨坑　口切り傷 �□〈左側　右側〉　口頭邸(前後)□顔面　□背部 

口火傷　口擦過傷　□精神的被害　　　　　　　　　　　　口頭離　日肩部　口脇　日宇/手首　□胸部　口腹部 

∴∴　∴∴ ��□発熱　口その他(　　　　　　　　　　　) �□腰部　日脚/足　□その他(　　　　　　　　) 

¥こら、音、・・滞 ��階　日雇蔓　□廊下　ロトイレ　ロ浴室・更衣室　日食営　口工レぺ-ター内　□ベランダ 1懇 　　　　　　∴ ��口屋外(施設内・敷地外)□その他(　　　　　　) �詳細: 

横(関係　　　　)連絡者: 

平成　　　年　　　月　　　日(　)　　時　　　分 �保険二未使用・使用(傷害　恐償　併用) 

確固 �発生状況 
∴　　∴　∴∴ ��) 

言語　　灘潔 ��略図で示すことで発生当時のスタッフ 

当事者の様子が- �自瞭然となる 
‾　音‾“、¥音音‾音r¥…“音‾(、‾¥菖菖菖 

かれたケア内容に矛盾があってはなりません。指

導の際に,ケアプランと事業所内で作成した介護

計画の内容に矛盾がないか,また日々の介護語録

(業務日誌)に矛盾がないかをチェックされます。

スタッフの研修

団は「介護の質向上」を政策目標に掲ば介護

職員処遇改善加算の要件として研修受話の計画書

を作成し,積極的に研修の機会を与えています。

実地指導対策として,この計画書作成はもちろ

んですが,研修に参加したことを証明するために

ほ,該当研修の参加者名簿を作り,参加者から捺

印をしてもらうほか,受講の際にもらったレジュ

メなど　参加者だけに配付される資料(板書書　愛

読証明書など)をそろえておくことが重要です。

そうしないと,実鞄指導の際に受講したことを証

明できず介護報酬の返戻・返還のほか,最悪の

場合は加算が取り下げられるという事態にもなり

かねません。

級まとめ審議蕾へのメッセージー

実地指導の観点から,介護諦録の重要なポイン

トを挙げてきました。もちろん本稿で挙げたこと

がすべてだとば言いません。細かく挙げれば　ま

だまだ気をつけなければならない点がたくさんあ

ります。

私が長崎県のとある福祉用具事業所から「出張

研修をやってほしい」という依頼を受け,管理者

とお会いした時のことです。そこで実地指導の話

になったのですが,こういうことをおっしゃって

いました。

「私,市役所職員の監査がとても怖いんです。

あれって違反したら即,指定取り消しになるんで

すよね?　だから,何を聞かれるか,どん琢書類

をそろえておけばよいのか全く分からなくて困っ

ているんですよ」

行政は今でこそ指導マニュアルを作成し事　イン

ターネットなどで公開していますが,まだまだそ
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の実態は知られていないのが実情のようです。ま

ず,行政による指導と監査というのは全く別物と

考えていただいてよいかと思われます。

実地指導はすべての事業所に対して行われ,そ

こで書類上不備があったら,その箇所を修正して

市役所に提出するように言われます。それでも再

三の通知にも従わない場合,初めて監査に移行し,

改善命令や勧告を受けるのです。それでも従わな

い場合などの悪質な場合に,初めて営業停止や指

定取り消しという処分を受けることになります。

行政の方も何も最初から重箱の隅をつついてや

ろう!という気は毛頭ありません。行政指導と

いうのは,介護探険法や労鋤基準法などを頼守し

ているかどうかの観点から行われます。実砲指導

担当者ば法律の細かいところまで理解している

事業所は少ないことを百も承知で指導の担当に

当たっているものと思われます。ですので指導

の結果,不備な点を改善するように求められれ

ば,それに素直に従うことが大切です。これから

実地指導を受けることになっている事業所の皆様

は,必要以上に恐れることはないのです。

冒頭で申し上げたことと重複しますが,介護報

22　　莫"介護キャリア径Vol.13陣0.l

酌の不正受給,人員基準違反が後を絶ちません。

これは,昨今の介護報酬の減少によりどうしても

人材不足となり,介護報酬を水増ししてでも何と

か自分の事業所が倒産に追い込まれないようにし

なくてば,というのが本書だと思われます。誰も

好き好んで法令違反をしたくないはずです。

介護保険の制度改正により,もう少し介護報酬

が事業所に入ってくるようなシステムを構築し蒸

ければ　このような不正受給や人員基準違反はを

くならないような気がするのは私だけでしょうか。
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